
岩手県告示第787号 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定に基づき許可した次の開発行為に関する工事が完了した。 

  平成22年10月１日 

                                           岩手県知事 達 増 拓 也  

１ 開発区域に含まれる地域の名称 紫波郡矢巾町大字白沢第５地割217番、218番１、218番２、219番１、219番２、220番１、220

番２、220番３、221番、222番、232番、233番１、233番２、234番、235番、236番、237番、238番１、238番２及び271番の一部 

２ 開発許可を受けた者の住所及び名称 紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地 矢巾町長 川村光朗 
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